
別表１（第４条関係） 

最上町協働のまちづくり貢献事業所登録基準・認証基準 

 

登録及び認証要件 

最上町協働のまちづくり貢献事業として、必須項目はすべてを満たすことと

し、一般項目は、４項目以上に該当することとします。 

 

必

須

項

目 

□最上町民参加と協働のまちづくり基本条例の制定の主旨に沿った活動である

こと 

 

□最上町協働のまちづくり貢献事業登録・認定制度実施要綱に沿った団体の活

動であること 

 

□活動場所が最上町内であり地域又は町民を対象とした活動であること。町外

の場合は、最上町民を対象とした活動で、多数の参加が見込まれること 

 

□代表者又は社員の個人的活動ではなく、企業等の活動であること 

 

□企業等が行う活動に伴う費用は、原則無償であること  

 

□企業等が行う活動が単に金品の提供にとどまる活動ではないこと 

 

一 

般 

項 

目 

□企業等と町民、企業等と地域、企業等と町などの間で連携や協働の取組みで

あること（協働性） 

 

□企業等が行うまちづくり活動を通して、町民、地域、公共施設等が公益を受

ける取組みであること（公益性） 

 

□企業等が行うまちづくり活動に対する地域社会ニーズがあること（必要性）

 

□企業等の保有する社会資源（人的・物的）及び知的財産等を活かし、地域の

人材育成、町民生活の向上、地域づくり、公共施設等の充実に寄与している

取組みであること（貢献性） 

 

□企業等が複数のまちづくり活動を行い、様々な事業活動をとおして、地域・

社会への貢献の取組みであること（貢献性） 

 

□企業等が行うまちづくり活動が継続して行われていること、もしくは今後も

継続して行う活動であること（継続性） 

 

 


